
 
 

令和８年２月１日から２８日まで、第２回「化学
物質管理強調月間」を展開いたします。 
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 化学物質は、製造業、建設業に限らず、商業、飲食店、清掃業等の第三

次産業においても幅広く使用されており、危険・有害性の通知が必要な対

象物質が令和８年４月１日に約 2,900 物質に拡大され、これに伴い対策

を講ずべき事業者の範囲が幅広い業種に拡大されます。 

化学物質による健康障害防止のためには、化学物質管理の知見が十分で

ない第三次産業の事業場や、中小零細事業場に対しても、新たな化学物質

規制を広く浸透させる取組が重要です。 

京都労働局（局長：角南
す な み

 巌
いわお

）は、職場での化学物質による健康障害防

止対策の推進を図るため、「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」を

スローガン（金賞、810 作品から選考）に、令和８年２月に第２回の     

「化学物質管理強調月間」を展開し、令和８年２月６日(金)午後に、  

「化学物質対策セミナー」を開催するほか、下記事項の積極的な取組につ

いて呼びかけます。 

 

 

 

１. 下記重点事項に係る日常の化学物質管理の総点検 
(1) リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選

任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名の掲示等労働者への周知、 

２月の強調月間中に事業者が実施すべきこと 

CH4は
たしか、メタン
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規制対象物質数 

(令和８年 4月 1日時点) 
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「化学物質対策セミナー」のご案内 

１. 日時 令和８年２月６日(金) 14:00～16:00 
２. 内容 中央労働災害防止協会 近畿・大阪安全衛生総合サービスセンターの 

安全・衛生管理士による講演 

「化学物質対策に必要な取組の概要について（仮題）」 

３. 定員 最大 143 名（WEB 参加 98 名 会場参加 45 名） 
４. 方式 ZOOM ミーティングアプリを使用した WEB 参加及び会場参加 
５. 会場 京都市男女共同参画センター（ウイングス京都）２階セミナー室Ｂ 

京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262 番地 

（阪急烏丸駅 地下鉄四条駅 同烏丸御池駅より徒歩約８分） 

６. 申込 労働局・労働基準監督署説明会受付サイトより（要申込パスワード、 
（資料２の２ページ及び資料４参照。）締切日 令和８年１月 30 日(金) 

７. 後援 京都府・京都市（申請中） 
※ なお、２月 12 日(木)には、亀岡市以北の建設事業者を対象とした「新たな化

学物質規制に関する説明会」が WEB 参加及び会場参加のハイブリッド方式で

開催されます（福知山、舞鶴（会場）、丹後、園部署の合同開催）。 

添付資料 

資料１  令和７年度 化学物質管理強調月間実施要綱 

資料２ 「令和７年度 化学物質管理強調月間」リーフレット（京都版） 

資料３ 「京都府内の化学物質等による労働災害発生状況」（令和２年～） 

資料４ 「化学物質対策セミナー」開催通知（セミナー申込要領） 

化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等

との連携 
(2) 製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシ

ート（以下「ＳＤＳ」という。）等による危険有害性等の確認 

(3) ラベル表示・ＳＤＳ交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメント
の結果に基づくばく露低減措置の実施等 

(4) 特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底 
２. 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 
３. スローガン等の掲示 
４. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実
地訓練等の実施 

５. 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、
その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施 


